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国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の試算結果について 

 

１ 試算の前提条件 

 (1) 平成 30年度からの公費拡充分（約 1,700億円）の一部（約 1,200億円）を含めるなど、新 

  制度を前提に実施する。 

 (2) 平成 29年度予算をベースとして試算する。 

（平成 30年度予算をベースとした算定は 11月に実施） 

 

２ 納付金算定イメージ 

県全体で必要な納付金総額を、応能分・応益分に按分した後、各市町村の所得シェア、被保険

者数シェア、年齢調整後の医療費水準を反映することにより、市町村ごとの納付金を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前回試算との主な変更点】  

主な変更内容 影響 

①医療給付費等 

医療給付費を最新のデータ（平成 29年 2

月診療分まで）により推計 

被保険者数の減、高額薬剤の影響の縮小等により医療

給付費は減少 

（前回約 1,117億円⇒今回約 1,108億円：▲約 9億円） 

②公費 

平成 30 年度からの追加公費約 1,700 億

円のうち一部（約 1,200億円）を含める 

本県配分見込額 約 11億円の公費が増加 

③所得シェア 

平成 26年度から平成 28年度までの所得

額の平均により算定（前回は平成 27 年度

所得額により算定） 

市町村ごとの所得シェアが若干の増減 

④被保険者数シェア 

最新のデータにより算定 

（前回 291,174人⇒今回 286,068人 

▲5,106人） 

市町村ごとの被保険者シェアが若干の増減 

被保険者数の減により試算結果における 1 人当たり保

険税額は増加 

医療給付費

等 
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３ 標準保険料率算定イメージ 

  市町村ごとの納付金に、加算（保健事業の費用 等）・減算（市町村向け公費 等）を行った

うえで、市町村ごとの収納率に応じた調整を行い、標準保険料率の算定に必要な保険料総額を算

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前回試算との主な変更点】 

主な変更内容 影響 

①市町村向け公費等 

・国特別調整交付金（東日本大震災に伴う医療費増加に対する財

政支援分）を平成 30年度見込額により算定（▲約 16億円） 

・県特別調整交付金の一部を追加（＋約 10億円） 

市町村向け公費等の総額は減少 

（▲約 6億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市町村】 
《納付金に加算・減算》 

市町村ごとの 

標準的な収納率 

（直近３か年の 

平均収納率） 

に応じた調整 
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保健事業 

等 
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保健事業の 
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・保険者努力支援制度 

・特別調整交付金 

・保険基盤安定制度 

（保険者支援分） 

・過年度保険料の収納分 等 

標準保険料率の算定に 

必要な保険料総額 

《納付金に加算》 

 ・保健事業の費用 

 ・葬祭費 

 ・条例減免費用 等 

納付金 

《市町村ごとの 
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４ 試算結果の概要（α＝１・β＝岩手県の場合） 

     試算結果 平成 28年度保険税との比較 

 

1人当たり 

保険税額① 

赤字補填繰入等を行った場合 

    （決算見込額）  [A] 

赤字補填繰入等を行わない場合 

  （決算見込額＋繰入金等） [B] 

1人当たり 

保険税額② 

増減割合 

（①／②） 

1人当たり 

保険税額③ 

増減割合 

（①／③） 

県平均 115,189円 107,445円 107.21% 113,279円 101.69% 

最大（陸前高田市） 151,989円 106,319円 142.96% 126,895円 119.78% 

最小（平泉町） 97,183円 110,921円 87.61% 111,522円 87.14% 

増加率最大（釜石市） 129,010円 95,290円 135.39% 96,914円 133.12％ 

減少率最大（田野畑村） 111,734円 115,135円 97.05% 144,933円 77.09％ 

 

①県平均 1人当たり保険税額：115,189円 

    [ 最大（陸前高田市）151,989円・最小（平泉町）97,183円）] 

  ②平成 28年度保険税と比較した県平均 1人当たり保険税額の増減割合：101.69％ 

     増加となった市町村：13市町村（増加率最大（釜石市）133.12％） 

     減少となった市町村：20市町村（最小率最大（田野畑村）77.09％） 

 

 

５ 平成 30年度の納付金・標準保険料率の算定 

 ・平成 30年度予算をベースとした、平成 30年度の納付金・標準保険料率は、本年 10月に国か 

ら示される予定の仮係数（納付金算定に必要な医療給付費等の推計等に係る係数）を用いて、

本年 11月に算定することとしている。 

 ・また、本年 12月末に国から示される予定の確定係数により、平成 30年度の納付金・標準保険 

料率を決定することとなる。 

  ・平成 30年度の納付金・標準保険料率の算定方法については、以下の変更が予定されており、 

市町村によっては、今回の試算結果と、平成 30 年度の納付金・標準保険料率が大きく異なる

可能性がある。 

 

【主な変更点】 

（1）公費拡充分の追加配分 

  平成 30 年度からの公費拡充分（約 1,700 億円）のうち、今回の試算に含めなかった分の一

部（約 350億円）を算定に含める。 

 (2) 医療費指数算定方法の変更 

   医療費指数の算定にあたり、災害に伴う一部負担金減免額を控除した後の保険給付費により 

算定する。（今回の試算は、一部負担金減免額を含めた市町村ごとの保険給付費に応じて医療 

費指数を算定。） 

  ⇒東日本大震災被災市町村の医療費指数が減少し、その他の市町村の医療費指数が増加する見 

込みであり、医療費指数の変更に伴い、被災市町村の納付金は減少し、その他の市町村の納 

付金は増加する見込みである。 


